
 

第８回高圧ガス高度保安認定検討会 議事要旨 

 

１．日 時：令和８年４月１５日（水） １４：００～１５：４０ 

 

２．場 所：経済産業省会議室及びオンライン（Teams）開催 

 

３．議 題 

（１）ＥＮＥＯＳ株式会社水島製油所Ａ工場及び水島製油所Ｂ工場のＡ認定要

件の適合性について 

（２）ＥＮＥＯＳ株式会社仙台製油所Ａ認定要件の適合性について 

 

４．議事概要 

（１）ＥＮＥＯＳ株式会社水島製油所Ａ工場及び水島製油所Ｂ工場のＡ認定要

件の適合性について 

ＥＮＥＯＳ株式会社水島製油所Ａ工場及び水島製油所Ｂ工場(※)につい

て、認定要件への適合性についての確認の議論を行った結果、ＥＮＥＯＳ

株式会社水島製油所Ａ工場及び水島製油所Ｂ工場はＡ認定の要件に適合し

ているとの意見が得られた。 

（２）ＥＮＥＯＳ株式会社仙台製油所のＡ認定要件の適合性について 

ＥＮＥＯＳ株式会社仙台製油所について、認定要件への適合性について

の確認の議論を行った結果、ＥＮＥＯＳ株式会社仙台製油所はＡ認定の要

件に適合しているとの意見が得られた。 

 

（※）ＥＮＥＯＳ株式会社水島製油所Ａ工場及び水島製油所Ｂ工場は、通達に

基づき、両工場が隣接し、保安管理システムが共通であり、保安管理体制

が一体となって運営されていることから同時に申請があったものである。 

以上 


